
令和８年度　市民税・県民税の申告の手引き
申告書を提出しなければならない方  （申告期限　令和８年３月16日） 申告書を提出しなくてもよい方
令和８年１月１日現在で白山市に住んでいた方で、令和７年中に
各種所得のあった方のうち、
○給与所得者で昨年中に源泉徴収されなかった方
○ 営業、農業、大工、左官、内職、不動産などの所得があった
方で、所得税の確定申告をしなくてもよい方

○ 所得税の確定申告をしなくてもよい方であるが、雑損控除又
は医療費控除、社会保険料控除等、各種控除を受けようとす
る方

○所得税の令和７年分確定申告をした方
○勤務先で年末調整を行い、給与支払報告書を提出済み
の方（勤務先に確認してください。）。ただし、給与以外
の所得がある方は除きます。

個人事業者、外交員、検針員など。申告書裏面7で事業所得の計算をしてください。報酬等の支払調書があれば添付してくだ
さい。

雇用主、会社等から支払われた賃金の合計。源泉徴収票があれば添付してください。無い場合は、申告書裏面6を利用してく
ださい。下記の表１ 給与所得額速算表を参照してください。

シルバー人材センターの配分金、原稿料などの副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの（申告書裏面9で計算し
てください。）

○ 総合譲渡は、動産、書画、骨とう、ゴルフ会員権等の譲渡所得など（所有期間が５年以下→短期、５年超→長期）
○ 一時所得は、懸賞の当せん金、競馬の払戻金、法人より受けた金品、生命保険の満期返戻金など
　 それぞれ申告書裏面10で計算してください。
総合短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除額は500,000円です。総合短期譲渡・長期譲渡所得が混在する場合には、まず総合短
期譲渡所得から控除します。一時所得の特別控除額は500,000円です。また、計算結果がマイナスになる場合は、０円とします。

土地、家屋等の賃代、権利金など。申告書裏面7で不動産所得の計算をしてください。

株式の配当、出資の配当、剰余金の分配。申告書裏面8で配当所得の計算をしてください。

個人年金、個人として貸付けしたお金の利子など他のいずれの所得にも該当しないもの（申告書裏面9で計算してください。）

令和７年中の収入がわかるもの（事業収支明細書、給与源泉徴収票、年金源泉徴収票等）

令和７年中（１月１日から12月31日）に収入が確定した金額です。

650,999 以下

1,300,000以下
1,300,000超　4,100,000以下
4,100,000超　7,700,000以下
7,700,000超 10,000,000以下

10,000,000超
3,300,000以下

3,300,000超　4,100,000以下
4,100,000超　7,700,000以下
7,700,000超 10,000,000以下

10,000,000超

給 与収入額［A］

651,000 以上 1,899,999 以下
1,900,000 以上 3,599,999 以下
3,600,000 以上 6,599,999 以下
6,600,000 以上 8,499,999 以下

8,500,000 以上

0
給 与所得額

［A］－ 650,000
［A］÷ 4,000 ＝［B］ 

小数点以下切捨 ［B］× 3,200 － 440,000
［B］× 2,800 －   80,000

［A］× 90％ － 1,100,000
［A］－ 1,950,000

※65歳未満：昭和36年１月２日以後生まれ、65歳以上：昭和36年１月１日以前生まれ

（昭和31年4月1日生まれ） （昭和31年4月2日生まれ）

令和7年中に収入
がなかった方は、

提出期限　令和８年３月16日（月）

令和８年度

白山市倉光二丁目１番地

白山一郎

国民健康保険税 240,000
介護保険料 60,000

300,000

50,000

48,000

62,000

400,000

白山　姫子
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ハクサン ヒメコ

白山　姫子
31 4 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ハクサン ヒメコ

111111111111
本人

白 山   一 郎
31年４月１日

ハクサン　イチロウ

無 職
（076）000-0000

○

○

200,000 100,000

2,500,000

1,400,000

1,400,000
300,000

70,000

260,000
330,000

430,000
1,390,000

30,000
1,420,000

レ



２.所得控除（4所得から差し引かれる金額）

令和７年中にあなたやあなたと生計を一に
する方が天災、盗難等にあった場合の控除
（申告書表面㉗に記入してください。）

令和７年中にあなたが支払った国民健康保険税、国民年金、雇用保険、厚生年金保険、介護保険等の合計額

令和７年中にあなたが支払った小規模企業共済掛金と心身障害者扶養共済掛金との合計額

令和７年中にあなたが支払った、あなたやあなたの配偶者、親族等を受取人とする生命保険料・簡易保険料（一般
の生命保険）、個人年金等の保険料、介護医療保険契約等の保険料及び掛金の控除。それぞれの控除限度額に関
わらず、合計した場合は70,000円が控除限度額となります（表3生命保険料控除額速算表を参照してください）。

令和７年中にあなたが支払った、あなたやあなたの配偶者、親族等が所有している居住用家屋又は家財の地震、
津波等を原因とする火災、破損、流失等による損害に対する保険料や掛金の控除。また、平成18年12月
31日までに締結した長期損害保険契約（契約期間が10年以上で、満期返戻金のあるものです。）については、
従前の損害保険料控除が適用されます（表4 地震保険料控除額速算表を参照してください）。

⑴、⑵のいずれかに該当し、所得金額の合計額が5,000,000円以下である方の控除
⑴夫と離婚した後、再婚していない方で、扶養親族を有する方
⑵夫と死別した後、再婚していない方又は夫の生死が明らかでない方

⑴、⑵のいずれかに該当し、所得金額の合計額が5,000,000円以下である方の控除
⑴配偶者と死別し、若しくは離婚した後、再婚していない方又は配偶者の生死が明らかでない方で、所得の合計金額が
580,000円以下の生計を一にする子（他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている方を除きます。）を有する方

⑵未婚のひとり親で、所得の合計金額が580,000円以下の生計を一にする子（他の納税者の控除対象配偶者や扶養
親族とされている方を除きます。）を有する方

本人が大学、高校、盲学校、認定職業訓練校等の学生であり、令和7年中の所得金額の合計額が850,000円以下で、
かつその所得のうち、給与所得等以外の所得が100,000円を超えない方の控除

令和７年12月31日現在で、あなたの所得金額の合計額が10,000,000円以下で、あなたと生計を一にする配偶者（事
業専従者を除きます。）の所得金額の合計額が580,000円以下の方の控除

令和７年12月31日現在で、あなたの所得金額の合計額が10,000,000円を超え、あなたと生計を一にする配偶者（事
業専従者を除きます。）の所得金額の合計額が580,000円以下の方。障害者の場合、障害者控除の対象となります。

令和７年12月31日現在で、あなたと生計を一にする扶養親族の所得の合計金額が580,000円以下で、専従者控除を
受けていない方の控除（特定扶養、老人扶養、同居老親等扶養があります。）

平成15年１月２日から平成19年１月１日までに生まれた方（19歳以上23歳未満）
昭和31年１月１日以前に生まれた方（70歳以上）
昭和31年１月１日以前に生まれた（70歳以上）父母、祖父母と本人又は配偶者が、同居を常としている方

令和７年12月31日現在で、あなたの所得金額の合計額が10,000,000円以下で、あなたと生計を一にする配偶者（事
業専従者を除きます。）の所得金額の合計額が一定金額の範囲にある方の控除

⑴令和７年中にあなたやあなたと生計を
一にする方が治療のために医療費を支
払った場合の控除

医療費控除の
明細書又は領
収書

⑵令和７年中にあなたが健康の保持増進の
ため一定の取組みを行った場合で、あな
たやあなたと生計を一にする方が特定
一般用医薬品を購入した場合の控除

⑰寡 婦 控 除

⑱ひ と り 親
　控 　 　 除

⑲勤 労 学 生
　控 　 　 除

㉓扶 養 控 除

令和７年12月31日現在で、あなたと生計を一にする特定親族の所得金額の合計額が一定金額の範囲にある方の
控除

表６特定親族特別
控除額速算表を参照㉔特定親族特別控除

㉕基 礎 控 除

⑳障害者控除

㉑配偶者控除

㉒配　偶　者
　特 別 控 除

令和７年中にあなたが都道府県、市町村又は特別区、住
所地の県共同募金会又は日本赤十字社の支部、住所地
の県又は市が条例により指定した寄附先に対して寄附を
行った場合の控除（申告書裏面15に記入してください）。

配偶者控除
（配偶者の所得が
58万円以下）

配偶者
特別控除

配
偶
者
の
合
計
所
得
額

配偶者の
生年月日

（一般）昭和31年１月２日以降

（老人）昭和31年１月１日以前

330,000
380,000

220,000
260,000

110,000

900万円以下 900万円超 950万円以下
あなたの合計所得額

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除

（単位：円）

580,001 ～   950,000 450,000
950,001 ～ 1,000,000 410,000
1,000,001 ～ 1,050,000 310,000
1,050,001 ～ 1,100,000 210,000
1,110,001 ～ 1,150,000 110,000
1,150,001 ～ 1,200,000 60,000
1,200,001 ～ 1,230,000 30,000

950万円超 1,000万円以下

130,000

330,000580,001～1,000,000 220,000 110,000
310,0001,000,001～1,050,000 210,000 110,000
260,0001,050,001～1,100,000 180,000 90,000
210,0001,100,001～1,150,000 140,000 70,000
160,0001,150,001～1,200,000 110,000 60,000
110,0001,200,001～1,250,000 80,000 40,000
60,0001,250,001～1,300,000 40,000 20,000
30,0001,300,001～1,330,000 20,000 10,000

表６ 特定親族特別控除額速算表

表７ セルフメディケーション税制の必要書類

⑴あなたが健康保持増進の取組を行った証明書類
①氏名 ②取組を行った年 ③事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称の記載があるもの
に限ります。例えば次の書類です。
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
・人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診（検診）の領収書又は結果通知表
⑵特定一般用医薬品等購入費の明細書又は領収書

令和７年１月１日現在の商品（製品）

令和７年12月31日現在の商品（製品）

（申告書裏面11に記入してください。）

（例）

表７

普通障害者

特別障害者

㉗雑　損　控　除

㉘医　療　費　控　除


